
 

熊 本 地 方 最 低 賃 金 審 議 会 委 員 名 簿 
第54期 (令和５年４月１日～令和７年３月31日) 

熊本労働局 

（令和６年７月８日現在） 

区分 氏     名 現      職 

 

 

 公 

 益 

 代 

 表 

 委 

 員 

 

 

泉
いずみ

   潤
じゅん

 
熊 本 日 日 新 聞 社 

論 説 顧 問 

◎倉田
く ら た

  賀
か

世
よ

 
熊 本 大 学 法 学 部 

教 授 

諏佐
す さ

  マ リ 
熊 本 大 学 法 学 部 

准 教 授 

〇本田
ほ ん だ

  悟士
さ と し

 弁 護 士 

森口
も り ぐ ち

 千
ち

弘
ひろ

 
熊本学園大学社会福祉学部 

准 教 授 

 

 

 労 

 働 

 者 

 代 

 表 

 委 

 員 

 

黒木
く ろ き

 浩
こ う

太
た

 
全日本自動車産業労働組合総連合会 

熊 本 地 方 協 議 会 議 長 

齊藤
さ い と う

 智 洋
ともひろ

 
日本労働組合総連合会 

熊本県連合会副事務局長 

西
に し

  広
ひ ろ

継
つぐ

 
UAゼンセン熊本県支部 

支 部 長 

花岡
はなおか

 久美子
く み こ

 
日本労働組合総連合会 

熊本県連合会県南地協事務局長 

山本
やまもと

  寛
ひろし

 
日本労働組合総連合会 

熊本県連合会事務局長 

 

 

 使 

 用 

 者 

 代 

 表 

 委 

 員 

 

岩田
い わ た

 圭 代
か よ

 
株式会社岩田コーポレーション 

監 査 役 

岩永
い わ な が

 秀 則
ひでのり

 
熊 本 県 経 営 者 協 会 

専 務 理 事 

浦田
う ら た

 隆
りゅう

治
じ

 
熊 本 県 商 工 会 連 合 会 

専 務 理 事 

原山
は ら や ま

 明 博
あきひろ

 
熊本県商工会議所連合会 

専 務 理 事 

山下
やました

  学
まなぶ

 
株 式 会 社 野 田 市 電 子 

取 締 役 事 業 部 長 

         （注）◎は会長、〇は会長代理である               （五十音順・敬称略） 
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関係条文 

【最低賃金法（抜粋）】 

（専門部会等） 

第 25条  最低賃金審議会に、必要に応じ、一定の事業又は職業について専門の事項を調査審議させ

るため、専門部会を置くことができる。 

２ 最低賃金審議会は、最低賃金の決定又はその改正の決定について調査審議を求められたときは、

専門部会を置かなければならない。 

３ 専門部会は、政令で定めるところにより、関係労働者を代表する委員、関係使用者を代表する委

員及び公益を代表する委員各同数をもつて組織する。 

４ 第 23条第１項及び第４項並びに前条の規定は、専門部会について準用する。 

５ 最低賃金審議会は、最低賃金の決定又はその改正若しくは廃止の決定について調査審議を行う場

合においては、厚生労働省令で定めるところにより、関係労働者及び関係使用者の意見を聴くもの

とする。 

６ 最低賃金審議会は、前項の規定によるほか、審議に際し必要と認める場合においては、関係労働

者、関係使用者その他の関係者の意見をきくものとする。 

 

 

【最低賃金審議会令（抜粋）】 

（委員の推薦） 

第３条 厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、中央最低賃金審議会又は地方最低賃金審議会（以下

「審議会」という。）の労働者を代表する委員又は使用者を代表する委員を任命しようとするとき

は、関係労働組合又は関係使用者団体に対し、相当の期間を定めて、候補者の推薦を求めなければ

ならない。 

２ 前項に規定する審議会の委員は、同項の規定による推薦があつた候補者のうちから任命するもの

とする。ただし、その期間内に推薦がなかつたときは、この限りでない。 

（最低賃金専門部会） 

第６条  最低賃金法第25条第１項又は第２項の規定により審議会に置かれる専門部会（以下「最低

賃金専門部会」という。)の委員及び臨時委員(地方最低賃金審議会に置かれる最低賃金専門部会に

あつては、委員)の数は、９人以内とする。 

２ 中央最低賃金審議会に置かれる最低賃金専門部会に属すべき委員及び臨時委員は、中央最低賃金

審議会の委員及び臨時委員のうちから、厚生労働大臣が任命する。 

３ 中央最低賃金審議会に置かれる最低賃金専門部会に属すべき関係労働者を代表する臨時委員、関

係使用者を代表する臨時委員及び公益を代表する臨時委員の数は、各同数とする。 

４  第３条の規定は、地方最低賃金審議会に置かれる最低賃金専門部会の関係労働者を代表する委

員及び関係使用者を代表する委員の任命について準用する。この場合において、同条第一項中「関

係労働組合又は関係使用者団体」とあるのは「関係者（関係者の団体を含む。)」と、同条第２項中

「推薦」とあるのは「推薦（都道府県労働局長が、会長の同意を得て、関係者を代表するに適当で

ないと認める候補者に係る推薦を除く。）」と読み替えるものとする。 

５ 審議会は、あらかじめその議決するところにより、最低賃金専門部会の決議をもつて審議会の決
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議とすることができる。 

６ 前条の規定は、最低賃金専門部会について準用する。この場合において、中央最低賃金審議会に

置かれる最低賃金専門部会については、同条第２項中「中央最低賃金審議会」とあるのは「中央最

低賃金審議会に置かれる最低賃金専門部会」と、「労働者を代表する委員」とあるのは「関係労働者

を代表する委員」と、「使用者を代表する委員」とあるのは「関係使用者を代表する委員」と読み替

えるものとし、地方最低賃金審議会に置かれる最低賃金専門部会については、同項中「地方最低賃

金審議会」とあるのは「地方最低賃金審議会に置かれる最低賃金専門部会」と、「労働者を代表する

委員」とあるのは「関係労働者を代表する委員」と、「使用者を代表する委員」とあるのは「関係使

用者を代表する委員」と読み替えるものとする。 

７ 最低賃金専門部会は、その任務を終了したときは、審議会の議決により、これを廃止するものと

する。 

 

 

【最低賃金法施行規則（抜粋） 

（関係労働者及び関係使用者の意見） 

第 11 条 厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、最低賃金の決定又はその改正若しくは廃止の決定

について中央最低賃金審議会又は地方最低賃金審議会（以下｢最低賃金審議会｣という。）の調査審議

を求めた場合には、遅滞なく、最低賃金審議会が法第25条第５項の規定により当該事案について関

係労働者及び関係使用者の意見を聴く旨並びに意見を述べようとする関係労働者及び関係使用者

は一定の期日までに最低賃金審議会に意見書を提出すべき旨を公示するものとする。 

２ 最低賃金審議会は、前項の意見書によるほか、当該意見書を提出した者その他の関係労働者及び

関係使用者のうち適当と認める者をその会議(専門部会の会議を含む。)に出席させる等により、関

係労働者及び関係使用者の意見を聴くものとする。 

３ 第７条の規定は、第１項の規定による公示について準用する。 
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① ② ③

（人） （人） （人） （％）

5,661

35.54

61.24

産業分類業種
適用労働者
の割合

（③/①＞1/3）

1,807 48.12

4,149162 11,672

Ｅ３１１
Ｅ３１３

事業所統計調
査の最新の結
果に基づく当
該最低賃金の
適用労働者数

1,252

3,891

3,081

適用事業場数
申出必要
労働者数
（①の1/3）

121 9,243

令和６年度　熊本県特定（産業別）最低賃金申出書に関する定量的要件について

当該申出に係
る労働協約の
適用労働者数

電子部品・デ
バイス・電子
回路、電気機
械器具、情報
通信機械器具
製造業

自動車・同附
属品製造業、
船舶製造・修
理業，舶用機
関製造業

百貨店，総合
スーパー

27 3,755Ｉ５６１

Ｅ２８
Ｅ２９
Ｅ３０
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